
 

 

２０２６光まつり 物販部門に関する実施要領 
 

１．趣    旨 

商工業者が、地域産業の振興を目的として、一般市民とふれあうことを通じて物品の 

展示・即売をし、光まつりを盛り上げる。 

 

２．主    催 ： 光まつり実行委員会 

 

３．共  催 ： 光市・光商工会議所・大和商工会 

 

４．開催日時 

令和８年１０月４日（日） ９時３０分 ～ １５時３０分（予定） 

 

５．開催場所(物販スペース) 

光市民ホール敷地内(中庭、ピロティー、駐車場)、島田コミュニティセンターの一部 

※今年度も、市民ホールロビーに物販スペースを設けておりません。 

※ステージ設置場所は市民ホール前道路（新町交差点側）を予定しています。 

 

６．全体の行事内容 

①パレード       ②ステージイベント       ③物品販売 

 

７．参 加 料（出店者説明会の際に集金予定） 

  ８，０００円（テント一張り、机４台、イス４脚付） 

 ※テント一張りの大きさは３．６ｍ×５．４ｍです。（２間×３間） 

※テント半張りでの出店は受付しません。 

※キッチンカーでの出店は出来ません。 

 ※電源および水を使用される方は、各設置費用として上記とは別にそれぞれ１,０００円 

ずつ必要となります。 

（例：テント一張り、電源と水を使用される場合は 

テント一張り８，０００円＋電源１，０００円＋水１，０００円で 

合計１０，０００円となります。） 

 ※机・イスについては主催者でテント一張りにつき机４台、イス４脚を準備予定として

おりますが、追加を希望の場合は、申込書備考欄に希望数を記入して下さい。他出店

者との調整を行います。しかしながら、希望数が準備できない場合もございますので、

予めご了承下さい。 

 

 ８．参加資格 

 申込みについては、光市内の業者・団体と主催者が必要と認めた方のみ受付します。 

なお、飲食業者の方については、光市内の業者を優先するため、光市外の方は出店を 

ご遠慮願います。また、光市内業者による名義貸しが判明した場合には、出店をお断り

します。 

※申込多数の場合は、光商工会議所・大和商工会会員事業所が優先されます。 

 

９．参加申し込み 

 参加希望者は、所定申込書にて光商工会議所へ申し込んで下さい。 

※主催者イベントや出店者数によりましては、テント数及びスペースの変更、場合に 

よっては出店をお断りすることもございます。 

 

 



 

 

 

「カンロ飴食堂のまち ひかり」プロジェクトへの協力について 

 

光市では、「食」の観点からのまちのブランディングや観光客の滞在時間の延伸、 

誘客強化などにより本市経済への波及効果を高めていくことを目指していくため、 

カンロ株式会社が展開する「カンロ飴食堂」を参考に、市内で飲食物を提供する事業

者がカンロ飴を使った特別メニューを開発し、提供しています。光まつりにおいても、

同趣旨に賛同し、出店時にカンロ飴を使ったメニューの提供をご検討賜りますよう 

お願い致します。 

例）カンロ飴を使った焼きそば、炊き込みごはんなど 
 

※本趣旨は、出品物を強制するものではありません。 

可能な範囲でのご協力をお願い致します。 

10. 申込期限 

 令和８年８月７日（金） 

 

11．場所割り 

会場全体の場所割りについては、光商工会議所・大和商工会会員を優先に主催者に 

おいて行います。 

 

12．電気・水・パネル他 

電気・水・パネル他備品を必要とする場合は、申込書に必ず記載して下さい。 

 

13．販売方法および販売品目調整 

 ①食品販売品目は食品分類の内、２種類に限られます。詳細は山口県ＨＰ 

（右記ＱＲコード参照）をご覧ください。 

②商品の値づけは出店者の判断によるものとします。（値引き販売をしても、 

販売品にサービス品をつけてもかまいません） 

③販売品目が重複する場合は、価格等の調整をさせていただく場合があります。 

 

14．ＰＲ方法 

会議所所報  広報ひかり  新聞朝刊へのチラシ折り込み マスコミ記事掲載 

 

15．準備設営・搬入等(予定) 

①テント・机・椅子の設営及び搬入（主催側にて準備） 

１０月３日（土） 午前より（未定） 

②出店物の搬入 

     出店者は下記時間帯に搬入してください。 

１０月３日（土） １５時以降（未定） 

１０月４日（日）＜当日＞  ８時３０分まで 

③撤去・搬出 

        １０月４日（日） ステージ終了の１５分後～ 

 

16．その他 

 ・当実行委員会は、インボイス制度への登録はしておりません。 

・出店物等の保護・管理等は、各出店者の責任において行ってください。 

 ・火災・盗難・その他不可抗力による災害に対しても、主催者は一切その責任を 

負いません。 

   ・会場内の施設または第三者に損害を与えたときは、当該出店者において賠償の 

責任を負うものとします。 

以上 

 

 

 

 

カンロ飴食堂HP 


